
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物は年月の経過とともに傷んできます。特に人が住まなくな

った空き家は、傷みの進行が早く、空き家のまま長時間放置する

と内部はかなり傷んでしまいます。しかし、外からはその危険性

はあまりわかりません。 

川西市では、空き家の所有者が、気軽に専門家に相談できる相

談会を毎月１回開催しています。空き家の状態が悪くならないよ

うに未然に防ぐ方法や、空き家になってしまった建物を早く活用

する方法など、気になることを専門家に相談してみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人空き家相談センター 

川西市住宅政策課（川西市役所５階） 

１組 30 分（原則午後１時から午後３時） 

空き家の相続、管理、売買、活用など 

（川西市外の空き家についても相談できます。） 

予約が必要です。 

相談日の前週の金曜日までにお申し込みください。 

住宅政策課 電話 072-740-1205 まで 

※状況により中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

川西市都市政策部住宅政策課　空き家担当 

〒666-8501 兵庫県川西市中央町 12 番 1 号 

電話：072-740-1205 

  

建物の活用方法が分からない

 

土地・建物に難がある

  

権利者・権利内容が複雑

活用したい！ 手放したい！ 売却できない！

お気軽にお申込みください！

相 談 員

相談場所

相談時間

相談内容

申し込み

お問い合わせ先



：空き家相談会開催日 ：次回相談会申し込み締め切り日

 2026年 4月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11

7月 8月 9月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10

10月 11月 12月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

 2027年 1月 2月 3月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

5月 6月

空き家無料相談会 年間スケジュール


